
 

警報等発令時の対応について 
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（ R5.6.12 改訂 ） 
 
気象庁の気象警報発表や地方自治体の避難情報発令、Ｊアラート（全国瞬時警報システム）発信等があったと

きは、自身及び家族の安全確保を最優先に考えて行動するようにしましょう。 

学校への登校については、以下のように対応してください。 

また、学校からの連絡事項は、原則ホームページに掲載します。なお、状況により、メールで送信したり、Ｓ

ＮＳツール（Microsoft Teams等）を活用したりしますので、適宜確認してください。 
 
〔開校日〕 

１  特別警報・暴風警報・暴風雪警報が内子町（学校所在地）又は在住の地区に発令された場合 

(1)  上記警報が発令されている間は、自宅待機とする。 

(2)  午前 11時までに解除された場合 

以降の授業等の準備をして、安全に十分注意して登校する。 

ただし、警報は解除されたが、午後１時までに公共交通機関（自分が普段使っている交通機関）が復旧さ

れなかったり、通学路が通行不能であったり、登校するには危険であると判断される場合は、自宅待機とし、

その旨を学校に連絡する。 

〔例〕内子町営バスの内子町役場 12:00発の便が運休（復旧の見通しがない）の場合、自宅待機となる。 
 
２  上記「１」以外の警報、注意報が内子町又は在住の地区に発令された場合 

安全に十分注意して登校する。 

ただし、(1)  公共交通機関等が利用できない場合 

        (2)  通学路が通行不能となったり、危険であると判断される場合 

は、自宅待機とし、その旨を学校に連絡する。 
 
３  自然災害による避難指示等が内子町（学校所在地）又は在住の地区に発令された場合 

(1)  登校せず、その指示に従う。なお、可能な限りその旨を学校に連絡する。 

(2)  上記指示等が午前 11時までに解除されなかった場合は、自宅待機とする。 

(3)  上記指示等が午前 11時までに解除された場合は、安全に十分注意して登校する。 

     ただし、上記「２」の(1)･(2)のような場合には、自宅待機とし、その旨を学校に連絡する。 
 
４  Ｊアラート（全国瞬時警報システム）により緊急情報が発信された場合 

緊急情報が発信され、内子町（学校所在地）や在住の地区が対象地域に指定された場合、その内容を十分に

確認するとともに、自治体等から指示された行動をとる。なお、特に指示がない場合は、以下のような安全確

保行動をとるとともに、原則、自宅待機とする。 

また、解除に関する情報も必ず確認すること。解除された場合は、上記〔開校日〕１の(2)の内容を踏まえて

対応すること。 

(1)  登校前（在宅中） 

報道などの情報を基に避難行動・安全確保行動をとる。なお、原則として自宅待機とする。 

(2)  登下校中 

周辺にある頑丈な建物の中や物陰等に避難し、安全確保行動をとる。公共交通機関を利用している場合は、

その交通機関の係員の指示に従う。 
 
５  定期考査期間中の対応について 

開始時刻を変更して考査を実施したりするので、上記１～３の対応とする。 
 
〔学校休業日〕 

１  部活動・補習・模擬試験・各種教育活動等について 

上記〔開校日〕の「１・３」について、「午前 7時」を基準に判断し、解除されなかった場合は自宅待機と

する。「２」については、そのまま適用する。 

なお、詳細な連絡が必要な場合等は、担当課・科の担当者より行う。 
 
２  各種検定試験について 

各協会の規程に沿って対応する。詳細は、事前に担当教科教員に確認すること。 
 


